
足立区におけるケアマネジメントに関する基本方針について 
 

指定居宅介護支援事業の実施にあたっては、介護保険法の趣旨や目的に則り、加えて、「指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成１１年３月３１日 厚生省令第３８号）、および、足立

区条例に定められた基本方針に基づいた運営をお願いしています。 

 

 

○介護保険法（平成 9年法律第 123号）抜粋 

（目的） 

第１条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入

浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等につい

て、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき

介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上

及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

（介護保険） 

第２条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとす

る。 

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療と

の連携に十分配慮して行われなければならない。 

３ 第１項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選

択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的か

つ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

４ 第１項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限

り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮さ

れなければならない。 

 

 

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年 3月 31日厚生省令第 38号）抜粋 

（基本方針） 

第１条の２ 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して

行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の

選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊

重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定

の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならな

い。 

 



４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人福

祉法に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、

介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特

定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 

 

 

○足立区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成 30 年３月 28 日

条例第 27号）抜粋 

（指定居宅介護支援の基本取扱方針） 

第６条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療

サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、第三者による評価その他の多様な評価の手法を用いて自らその提

供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 


